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遊休農地再生事業補助金について

市では，過去１年以上作物が栽培されず，今後も再び耕作

される見込みのない遊休農地を引き受けて，再生作業を行う

農業者等に対し，費用の一部を補助します。

.対象者の主な要件

・遊休農地を借受け（買受け）た認定農業者や認定新規就農者等の担い手農家。

・事業実施後，その農地を 5年以上継続して営農すると見込まれる者。

.対象農地の主な要件

・毎年農業委員会が行う農地パトロールで，遊休農地と認定されている農地。

・再生作業による営農再開が，農業の振興に寄与すると見込まれる農地。

.支援対象の主な作業と内容

①障害物除去作業（農業上の利用を妨げる樹木等の伐採作業）

②深耕作業（樹木の根等の除去作業）

③整地作業（①，②の終了後，農業上の利用が可能な状態にする整地作業）

※上記の作業に要した費用に対して，10アール当たり３万円を限度とする補助金を

交付します。（３万円未満の場合はその額を限度とする。同一の農地に対する補

助金の交付は 1回限り。）

.【 活用事例 】

解消前 解消後



所 在
地 目

面積(㎡) 希望内容
登記 現況

開聞仙田字岡元原 畑 畑 834 売渡

開聞仙田字山神 田 田 2076 売渡

開聞仙田字山神 田 田 431 売渡

開聞仙田 堂平 畑 畑 433 貸付

開聞仙田伊達ヶ原 畑 畑 522 貸付

開聞上野石塚 畑 畑 819 貸付

開聞上野石塚 畑 畑 272 貸付

開聞上野滝之下 畑 畑 601 貸付

農業者年金受給者の皆さまへ

農用地あっせん情報 令和７年４月２５日委員会承認

現況届の提出について

現況届は，農業者年金受給者が年金を受給する資格がある

か否かについて，毎年確認するものです。

５月下旬に受給者の皆さまへ現況届が届きます。必要事項

を記入し，期限内に必ず提出してください。

【提出期限】令和 7年 6月 30 日（月）

【提 出 先】指宿市農業委員会事務局（いぶすき農業支援センター），

市役所指宿庁舎総合案内，山川庁舎地域振興課，開聞庁舎地域振興課

※持参が難しい場合は，代理人による提出や郵送で構いません。

老齢年金受給者用 経営移譲年金・特例付加年金受給者用
現況届の見本

現況届

【お問い合わせ先】 指宿市農業委員会事務局 TEL ２２－２１１１

内線番号 農地総務係５７２１ 振興係５７２３ 地域計画係５７２４

※農地のあっせんは，認定農業者，認定新規就農者等が優先されます。

※詳しくは，お近くの農業委員，農地利用最適化推進委員又は農業委員会事務局へお問い合わせください。

第１３回農業委員会総会開催日７月２５日（金） 各種申請受付締切 ６月３０日（月）


